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改  正  前 改  正  後 

（前 略） 

第９条 入居の許可期間は、１月以上１年以内

とする。ただし、教育研究上特に必要がある

場合には、１年以内に限り入居の許可期間を

更新することができる。 

 

 

（後 略） 

 

 

第９条 入居の許可期間は、１月以上１年以内

（宇治分館及びおうばく分館の研究者宿泊室

においては２週間以上１年以内）とする。た

だし、教育研究上特に必要がある場合には、

１年以内に限り入居の許可期間を更新するこ

とができる。 

 

   附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 


